
第１０章 地盤沈下 

 

 地盤沈下は、地下水や天然ガスかん水の過剰な

汲上げ、地殻の変動、自然圧密などが原因となっ

て起こり、建築物の傾斜を招くほか、地下に埋設

された水道管やガス管へ影響を及ぼす。 

 地盤沈下の進行は緩慢で確認しにくいことから

発見が遅れやすく、一度発生すると復元がほとん

ど不可能であることから、未然に防止することが

重要である。 

                      

第１節 地盤沈下と地下水揚水量の現況 

 

 千葉県では、地下水や天然ガスかん水の採取な

どによる地盤変動の状況を把握し、地盤沈下防止

対策を図るため、毎年継続して精密水準測量を実

施している。本市では、君津地区と小糸地区の一

部が調査対象区域に含まれている。 

地域別・沈下量別地盤沈下面積を表 10－1に、

千葉県水準基標変動図（1年間変動図）を図 10－1

に示す。 

 調査の結果、君津地域（本市を含む近隣4市）で

は25.1㎞2で地盤沈下が見られ、その沈下量の度合

いは2㎝未満であった。 

本市における水準点を図 10－2に、地盤沈下の

調査結果を表 10－2に、地盤沈下の経年変化を図

10－3に示す。令和6年1月と比較すると、19地点の

うち2地点でマイナス変動となった。 

用途別地下水揚水量の状況を図 10－4に示す。

令和6年中の市内の1日当たりの揚水量は14,435㎥

で、水道用途が48％と最も多く、次いで農業用途

が32％となっている。揚水量は、市内では令和5

年と比較して減少した。 

 

 

(表 10－1) 地域別・沈下量別地盤沈下面積（令和6年）              （単位:㎞2） 

変動量 

 

 

地域 

測量面積 

沈下量(㎝)別の地盤沈下面積 
地盤沈下が見

られない地域 
～1.99 2.00～3.99 4.00～ 計 

東    葛 
   357.6 

(  357.6) 

    4.1 

(  357.6) 

     0.0 

(    0.0) 

     0.0 

(   0.0) 

      4.1 

(   357.6) 

    353.5 

(       0.0) 

葛    南 
   253.9 

(  253.9) 

    0.8 

(  253.6) 

     0.0 

(    0.0) 

     0.0 

(   0.0) 

      0.8 

(   253.6) 

     253.1 

(       0.3) 

千葉・市原 
   617.8 

(  617.8) 

   190.3 

(  603.2) 

     0.0 

(   14.6) 

     0.0 

(   0.0) 

    190.3 

(   617.8) 

      427.5 

(       0.0) 

君    津 
   264.3 

(  264.3) 

    25.1 

(  202.0) 

     0.0 

(    0.0) 

     0.0 

(   0.0) 

     25.1 

(   202.0) 

   239.2 

(      62.3) 

北  総 
   643.8 

(  643.8) 

   270.4 

(  511.5) 

     0.0 

(  132.3) 

     0.0 

(   0.0) 

    270.4 

(   643.8) 

   373.4 

(       0.0) 

九十九里 
 1,071.1 

(1,071.1) 

   948.8 

(  843.2) 

     0.1 

(  153.0) 

     0.0 

(   0.0) 

    948.9 

(   996.2) 

   122.2 

(      74.9) 

合    計 
 3,208.5 

(3,208.5) 

 1,439.5 

(2,771.1) 

     0.1  

(  299.9) 

     0.0 

(   0.0) 

  1,439.6 

( 3,071.0) 

1,768.9 

(     137.5) 

備考：（ ）内は令和5年 

 

 

  

-72-



 

 

(図10－1) 千葉県水準基標変動図（１年間変動図） 

        （令和６年１月～令和７年１月） 
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(表 10－2) 地盤沈下の調査結果 

標     石 標高(ｍ) 変動量 

（ ㎜ ） 

標高(ｍ) 変動量 

（ ㎜ ） 

標高(ｍ) 

番 号 場   所 5年1月 6年1月 7年1月 

KM－1 坂田橋脇（坂田） 3.0196 -2.8 3.0168 +0.2 3.0170 

KM－2 道路脇(坂田) 1.2955 -1.9 1.2936 -0.1 1.2935 

旧KM－3 富士見公園 (中富) 6.2327 -3.8 6.2289 +3.3 6.2322 

新KM－3 中野中央公園 (中野4丁目) 7.7106 -4.2 7.7064 +3.3 7.7097 

KM－4 下水道組合第1ポンプ場 (人見) 2.2395 -2.7 2.2368 +3.2 2.2400 

KM－5 路肩 (人見) 2.2419 -3.8 2.2381 +4.2 2.2423 

KM－6 ㈱創成電工人見寮 (人見) 3.6413 -3.4 3.6379 +4.6 3.6425 

KM－9 日本製鉄㈱ 2.3376 -2.0 2.3356 +3.5 2.3391 

KM－10 君津市役所 (久保2丁目) 10.4568 -3.3 10.4535 +0.5 10.4540 

KM－11 消防署 (杢師3丁目) 13.1753 -1.9 13.1734 +1.4 13.1748 

KM－12 郡ダム (郡) 49.2741 +0.0 49.2741 +0.0 49.2741 

KM－13 大井青年館 (大井) 22.5114 +0.7 22.5121 +1.9 22.5140 

KM－14 周西幼稚園 (人見1丁目) 5.3886 -2.5 5.3861 +4.6 5.3907 

KM－15 道路脇（郡） 59.4417 -0.2 59.4415 +0.4 59.4419 

3855 個人宅 (南子安) 30.7527 +1.6 30.7543 -1.3 30.7530 

3856 外箕輪青年館(外箕輪4丁目) 16.0305 -0.1 16.0304 +0.6 16.0310 

3857 区画整理区域内 (郡) 14.2527 -0.3 14.2524 +0.7 14.2531 

11011 防火水槽脇 (六手) 15.1630 -0.9 15.1621 +1.3 15.1634 

11012 おどや (中島) 23.2373 -0.7 23.2366 +2.0 23.2386 

備考：変動量は対前年数値である。なお、KM－12は、固定水準点である。 

 

 

(図 10－2) 水準点の位置 
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(図10－3) 地盤沈下の経年推移 

 
 

(図10－4) 市内用途別地下水揚水量 
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第２節 地盤沈下の対策 

 

 地盤沈下は、地下水などの過剰な汲上げが大き

な要因であることから、地下水の揚水施設の設置

については、法令等によりさまざまな規制がされ

ている。 

 本市においては、千葉県環境保全条例により地

下水の採取規制が行われており、昭和49年7月に全

域が県条例に定める指定地域となったことから、

揚水施設（揚水機の吐出口断面積が6㎝2を超える

もの）により地下水を汲上げ、後述する「特定用

途」に利用しようとするときは、設置許可申請が

必要となった。 

許可の基準は、井戸ストレーナーの位置が350

ⅿ以深であり、吐出口断面積が21㎠以上の場合は

知事の許可を、21㎠未満であれば市長の許可を要

することとなった。 

なお、許可の基準に適合しない場合においても、

農業、水道事業等、一定の用途においては例外的

に許可が認められることがある。 

 市では、こうした揚水施設設置の手続き以外に

も、定期的に揚水量を調査し、地下水の汲上げ状

況を監視しながら、必要最小限の取水に努めるよ

う指導するとともに、代替水源への転換について

も指導している。 

また、君津市環境保全条例では、県条例に定め

る特定用途以外の目的で揚水施設を設置しようと

するときは、特定施設として届出を義務付けてい

る。 

 

 

  

  

 

 

 

※ 千葉県環境保全条例に定める「特定用途」とは、

次に掲げる用途をいう。 

① 工業の用途（製造業、電気ガス供給業、物品

の加工修理業等） 

② 鉱業の用途（鉱物の採取、採石に従事する  

事業等） 

③ 建築物用地下水としての用途（冷暖房設備、

車庫内の洗車設備、水洗便所等に使用する 

場合） 

④ 農業の用途（水田耕作、畑地かんがい等に  

よる作物の生産、育成） 

⑤ 水道事業、簡易水道事業、専用水道事業、  

小規模水道事業の用途 

⑥ 工業用水道事業の用途 

⑦ 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水

の用途（芝、苗木の管理育成に用いるもので、

ゴルフ練習場を含む） 

⑧ 災害等が発生した場合における、非常時の 

用途 
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